
1平成2 7年2則

襲名駅西地区 【発 行 1

覊圓塾麗墨聾國ス 簾 8 4 塒
桑名駅周辺 袋
整備事務所

圏今年度の工事を進めています

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　

エ事施工業者 "新成テック㈱
◎9 -2 号道路擁壁設置他工事 (先行建設街区) }

鬮薹
　　

◎駅前暫定広場改良工事 (駅周辺地区)
工事施工業者 :新成テック㈱

また、工事の際には交通規制等で、何かとご迷惑をおかけしますが、
ご理解とご協力をお願いします。

4 “ r 拗れ

野澤"き篩桑名駅 7辺溶き鴇脳"コ芹を#



l平成2 7年2月l

圓第2 2 回墓地隧圓離理審議会を開催

平成2 7 年 1月 2 6 日、 桑名市役所 5 階会議
室にて、第2 2回土地区画整理審議会を開催し
ました。

審議会には、′

① 評価員の選任同意について
② 仮換地の一部指定変更について
③ 仮換地指定の軽微な変更について

を諮問し、原案に異議のない旨答申をいただき
ました。

←駅周辺地区

　

　

先行建設街区事

【審議会の様子】

圏自治会の皆様へ
、区画整理ニュース第 8 2 号でもお知らせしましたが、 B乍年 7 月から駅東地区を担当する ｢桑名まち

づくり整備室｣ が課内室として、 桑名駅周辺整備事務所に統合されました。
このことにより、事務室を会議劉こ配置転換しましたので、今まで割合会霧蝋競会割こ製用い煽雇い

主を瀑霧を庭会議室ぬり喪顕効醸壽鬘≦…な度まし媛｣
自治会の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解の程よろしくお願いします。
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圏住所変更には該当敷地地番証明が必要です
駅西事業区域内で建物新築に伴い住所変更をされます方は、桑名市役所市民課もしくはサンファ
幅しにあるサテライトオフィス窓□に、 該当敷地地番証明 (コピー司) を提示し申し出て下さい。
該当敷地地番証明は桑名駅周辺整備事務所で発行しています。 (認印が必要です)

ふ劔) 焦肌寒翼鯰 :薬名寵黍字0 0 □□蔓費地 (0 0 鰯区0 0曵という表示になりま丈し
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圏権利変動届が必要です
仮換地指定後に土地の権利について変動 (相続 ･贈与 ･譲渡など) がある場合は、 ｢権利変動届書｣
の提出が必要ですので、該当する方は事務所までお問い合わせください。
(届出用紙は事務所にあります。)

またゞ 今後、 相続登記手続きを考えてみえる方は、 事業区域内の土地 ･建物についてのみ登録免

-許税の減免措置が受けられますので、 事前に事務所までご相談ください。
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圏事案用地の無断使用はできません
市が事業用地として取得した土地は無断使用ができませんd 一時使用の希望がある場合は、 [行政
財産使用許可申請書｣ の提出が必要ですので、事務所まで申し出ください。 (申請書は事務所にあ
ります。)
なお、申請書の提出にあたっては、必要事項を記入し押印の上、嬢躯重業貝ぬ-乳自嘲に嫁妻選
既に提出してください。

- お問い合せは ｢桑名駅周辺整備事務所｣ まで 彌 : (0 5 9 4 ) 2 4 一 1 3 6 8 l


